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Ｑ　

そ
れ
ぞ
れ
の
工
区
で
、
参
加
業
者
は

何
社
で
あ
り
、
そ
の
請
負
率
は
何
％
で

あ
っ
た
か
。

Ａ　

第
１
工
区
は
指
名
業
者
は
８
社
で
請

負
率
は　

・
３
％
。

７１

　

第
２
工
区
は
６
社
で　

・　

％
。

８５

９１

　

第
３
工
区
は
７
社
で　

・　

％
。　

８２

６６

　

第
４
工
区
は
７
社
で　

・　

％
。

８３

７８

　

第
５
工
区
は
７
社
で　

・　

％
。

８２

１６

　

第
６
工
区
は
７
社
で　

・　

％
。

８５

３４

　

第
７
工
区
は
７
社
で　

・　

％
で
あ
っ

８０

１１

た
。

Ｑ　

電
子
入
札
制
度
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
。

Ａ　

９
月
ま
で
に
電
子
入
札　

件
と
紙
入

１４

札　

件
と
い
う
事
で
大
き
な
工
事
を
発

２３
注
し
て
い
る
。
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、

透
明
性
と
業
務
改
革
を
経
て
、
コ
ス
ト

削
減
と
な
り
、
ト
ー
タ
ル
で
紙
入
札
に

比
較
し
て　

％
の
削
減
が
出
来
る
と
言

１５

わ
れ
て
い
る
。

Ｑ　

業
者
が
指
名
を
受
け
る
時
に
、
申
請

に
基
づ
い
て
資
格
審
査
を
す
る
と
思
う

が
、
こ
の
工
事
の
よ
う
に
、
三
千
万
円

位
の
工
事
の
場
合
、
町
内
の
業
者
は
何

社
ぐ
ら
い
指
名
が
受
け
ら
れ
る
か
。

Ａ　

大
体
、
三
千
万
円
程
度
の
工
事
に
対

す
る
町
内
の
業
者
は
７
〜
８
社
程
度
と

考
え
て
い
る
。

Ｑ　

本
日
の
資
料
は
広
報
の
何
月
号
に
載

る
の
か
。
使
用
料
算
定
を
届
出
制
に
変

更
す
る
と
い
う
改
定
日
が
平
成　

年
４

１９

月
１
日
で
あ
っ
て
、
料
金
の
値
上
げ
の

改
定
日
で
は
な
い
の
か
。

Ａ　

広
報
１
月
号
で
町
民
の
皆
さ
ん
へ
お

知
ら
せ
し
、
２
月
号
で
今
後
の
見
通
し

を
載
せ
、
３
月
議
会
で
出
来
た
ら
ま
と

め
た
い
。
料
金
の
見
直
し
は
、
平
成　
１９

年
度
の
早
い
う
ち
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

〈
要
望
と
し
て
〉

・
町
内
業
者
の
育
成
を
願
い
た
い
。

・
町
民
に
出
さ
れ
る
資
料
は
わ
か
り
や
す

く
、
標
準
家
庭
が
一
軒
当
た
り
実
際
に

か
か
る
費
用
等
も
の
せ
ら
れ
た
い
。

　
　

以
上
、
委
員
会
と
し
て
、
下
水
道
工

事
計
画
・
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
農
業

集
落
排
水
・
公
共
下
水
道
事
業
の
情
報

発
信
に
つ
い
て
は
報
告
を
了
と
し
、
下

水
道
事
業
の
効
率
的
な
整
備
に
つ
い
て

は
、
継
続
的
に
審
議
し
て
い
く
事
に

な
っ
た
。

　

平
成　

年
度
下
水
道
工
事
計
画
進
捗
状
況

１８

に
つ
い
て
事
業
の
説
明
を
受
け
た
。

　

農
業
集
落
排
水
・
公
共
下
水
道
事
業
の
情

報
発
信
に
つ
い
て
、
下
水
道
事
業
の
効
率
的

な
整
備
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。 １２月８日開催

下
水
道
特
別
委
員
会

下
水
道
特
別
委
員
会

Ｑ　

手
数
料
の
比
較
を
す
る
と
多
少
の
差
が

あ
る
が
、
町
と
し
て
近
い
将
来
料
金
の
見

直
し
を
す
る
考
え
が
あ
る
の
か
。

Ａ　

具
体
的
に
改
定
と
い
う
の
で
な
く
、
各

市
町
が
そ
れ
ぞ
れ
の
料
金
で
や
っ
て
い
る
。

将
来
、
町
の
状
況
で
料
金
の
変
更
を
す
る

場
合
、
条
例
の
改
正
が
可
能
で
あ
る
。
と

い
う
資
料
提
出
を
し
た
。

Ｑ　

届
出
の
な
い
不
法
広
告
が
出
た
場
合
、

こ
れ
は
ど
こ
が
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る

の
か
。

Ａ　

大
変
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
基
本
的

に
は
管
理
は
県
の
広
告
物
条
例
に
基
づ
い

て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
町
と
し
て
は
、
不

法
広
告
が
出
な
い
よ
う
努
力
し
た
い
。

Ｑ　

広
告
板
を
立
て
る
場
合
、
交
通
事
故
等

お
き
る
危
険
な
場
所
に
は
立
て
て
は
な
ら

な
い
。
規
制
は
出
来
て
い
る
の
か
。

Ａ　

基
本
的
に
は
、
町
が
都
市
計
画
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
告
物
の
規
制
が

入
っ
て
き
た
。
県
の
屋
外
広
告
物
条
例
が

適
用
さ
れ
る
。

Ｑ　

地
区
公
民
館
を
利
用
す
る
場
合
、
公
的

会
議
か
、
そ
の
他
の
会
議
か
の
判
断
基
準

と
、
時
間
延
長
と
な
っ
た
時
の
対
応
は
ど

う
か
。

Ａ　

多
面
に
波
及
す
る
こ
と
と
思
う
が
使
用

料
の
運
用
と
い
う
こ
と
で
資
料
提
供
し
た
。

こ
の
条
例
を
基
本
に
運
用
し
て
い
る
。
減

免
は
町
の
主
催
す
る
行
事
、
町
の
後
援
、

共
催
す
る
行
事
。
減
額
は
各
種
団
体
が
利

用
す
る
場
合
。
時
間
運
用
に
つ
い
て
は
、

基
本
線
を
崩
さ
な
い
程
度
に
柔
軟
な
運
用

を
し
て
い
る
。

　
　

将
来
的
に
は
指
定
管
理
も
考
え
て
い
き

た
い
が
何
れ
に
し
て
も
、　

時
間
使
用
は

２４

出
来
な
い
公
共
施
設
だ
と
い
う
こ
と
を
前

提
に
よ
く
検
討
し
た
い
。

　

以
上
説
明
を
了
と
し
た
。

手
数
料
、
使
用
料
に
つ
い
て

１２月１２日開催

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

　

池
田
町
手
数
料
条
例
と
他
団
体
と
の
比
較
、

池
田
町
各
施
設
使
用
料
と
他
団
体
と
の
比
較

表
に
よ
り
、
既
に
平
成　

年
４
月
よ
り
地
方

１２

分
権
一
括
法
施
行
に
伴
い
機
関
委
任
事
務
が

廃
止
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
で
法
令
に
反
し

な
い
限
り
独
自
の
条
例
で
手
数
料
制
定
が
可

能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
池
田
町
の
手
数
料
・

使
用
料
の
現
状
と
、
類
似
団
体
、
近
隣
市
町

の
資
料
と
比
較
し
料
金
設
定
の
協
議
を
願
い
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
行
政
改
革
推
進
委
員
会

の
中
で
方
向
、
金
額
等
協
議
し
て
い
き
た
い
。

と
の
説
明
を
受
け
た
。

使
用
料
に
つ
い
て


